
4 校  03_ 第 58 回 _ 通関書類の作成要領 _ 表紙 _24/09/09_kimura

第 58 回通関士試験

≪ 3 ≫

通関書類の作成要領その他通関手続の実務

試　験　問　題　（時間　1 時間 40 分）

　 注 意 事 項

1　問題の解答は、別紙の答案用紙に記入してください。

2　答案用紙に氏名、受験地及び受験番号を忘れずに記入してください。

3　問題用紙及び答案用紙の再交付はいたしません。

4　第 1 問の輸出統計品目表（抜粋）及び関税率表解説（抜粋）、　第 2 問の実行関税率表（抜粋）

　及び関税率表解説（抜粋）は別冊に掲載されております。

5　第 3 問から第 7 問までの問題については、解答のすべてが正解した場合のみ得点が与えられます。
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【選択式・計算式】　―――  第 1 問 5 点　第 2 問15点  ―――

第 1 問　輸出申告
別紙 １ の仕入書及び下記事項により、楽器等の輸出申告を輸出入・港湾関連情報処理システム

（NACCS）を使用して行う場合について、別紙 ２ の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄（(a) ～ (e)）
に入力すべき統計品目番号を、輸出統計品目表の解釈に関する通則に従い、別冊の「輸出統計品目表」

（抜粋）及び「関税率表解説」（抜粋）を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

記

1 　別紙 １ の仕入書に記載されている品目に統計品目番号が同一であるものがある場合には、
これらを一の統計品目番号にとりまとめる。

2 　統計品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの（上記 １ によりとりまとめたものを
含む。）がある場合には、その統計品目番号が異なるものであっても、これらを一括して一
欄にとりまとめる。

3 　上記 ２ による場合に輸出申告事項登録画面に入力すべき統計品目番号は、上記 ２ によりと
りまとめる前の統計品目番号ごとの申告価格（上記 １ によりとりまとめたものについては、
その合計額）が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。

4 　一欄に一品目のみに係る統計品目番号を入力することとなる場合であって、当該一品目の
申告価格が20万円以下であるときは、その統計品目番号の10桁目は「E」とする。

5 　輸出申告事項登録画面に入力する統計品目番号（(a) ～ (e)）は、その統計品目番号ごとの
申告価格（上記 １ 及び ２ によりとりまとめたものについては、その合計額）が大きいものか
ら順に入力するものとする。

6 　別紙 １ の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 ３ の「実勢外
国為替相場の週間平均値」を参照して行う。

7 　別紙 １ の仕入書に記載されているそれぞれの品目は、当該仕入書の品名に特に記載のある
ものを除き、西暦2000年以降に製作されたものとする。

8 　別紙 １ の仕入書に記載された「Violin starter kit including violin, case, bow and violin 
rosin」の「case」及び「Violin cases」の外面は紡織用繊維製であるものとする。

9 　別紙 １ の仕入書に記載された「Violin starter kit including violin, case, bow and violin 
rosin」における単価の内訳は次のとおりとする。なお、この品目のうち「violin rosin」は
弦楽器の弓用のロジン（固めたもの）であるものとする。

　　イ　Violin・・・・・・・・・・ US ＄1,440
　　ロ　Case・ ・・・・・・・・・ US ＄   70
　　ハ　Bow・・・・・・・・・・・ US ＄  470
　　ニ　Violin rosin・ ・・・・・・ US ＄   20
10　別紙 １ の仕入書に記載された「Toy grand pianos」は、無償で輸出されるものとする。
11　別紙 １ の仕入書に記載された「Music stands with tripod base (Material: Steel)」は、床に

置いて使用するように設計されたものとする。
12　申告年月日は、令和 ６ 年10月 ７ 日とする。

①　4202.12-000E　　　　②　4202.92-000E　　　　③　4202.92-000X
④　9201.20-0002　　　　⑤　9201.20-000X　　　　⑥　9202.10-0003
⑦　9209.92-000E　　　　⑧　9209.99-0005　　　　⑨　9403.20-1006
⑩　9503.00-000E　　　　⑪　9503.00-000X　　　　⑫　9602.00-000E
⑬　9620.00-0003　　　　⑭　9706.90-0000　　　　⑮　9706.90-000X



― 2 ―

4 校  03_ 第 58 回 _ 通関書類の作成要領 _24/09/09_kimura

別紙　1

Seller

Buyer

Vessel

From

To

Description of Goods Quantity Unit Price Amount

Unit per Unit FOB US$

Violin starter kit including violin,
case, bow and violin rosin 1 2,000.00 2,000.00

00.880,100.6318sesac niloiV

Violin (Made in 1920) 1 30,000.00 30,000.00

Grand piano (Made in 1987) 1 13,000.00 13,000.00

00.7323sonaip dnarg yoT
No
commercial
value

Music stands with tripod base
(Material: Steel) 104 32.00 3,328.00

US$ 49,416.00
Total :
N/W : 600kgs
G/W : 720kgs ABC COMPANY

(Signature)

Los Angeles, U.S.A.

Marks and Nos.

XYZ

LOS ANGELES

Total  :  FOB Tokyo

Tokyo, Japan

22 Cases

knaB gniussItuoba ro nO
Taiyo Maru Oct. 10th, 2024

Via

INVOICE

ABC COMPANY
1-1, Kasumigaseki 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

Invoice No. and Date
   ABC-360712      Oct. 1st, 2024

 Reference No. FRB-240712

Country of Origin Japan
XYZ Corp.
1125 E 8th Street
Los Angeles, CA 90079

L/C No. Date
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別紙  2

輸出申告事項登録（大額） 入力特定番号

申告等番号

大額・少額識別 L 申告等種別 E 申告先種別 貨物識別 あて先官署 あて先部門

申告予定年月日

輸出者

申告予定者

蔵置場所

貨物個数 CS 貨物重量 貨物容積

貨物の記号等

最終仕向地 － 船（機）籍符号

積出港 貿易形態別符号

積載予定船舶 － 出港予定年月日

インボイス番号 －－A

インボイス価格 － － －

KGM720

20241001ABC-360712

20241010

共通部 繰返部

住所

FOB

電話

22

USLAX

JPTYO

ABC COMPANY

TOKYO TO CHIYODA KU　KASUMIGASEKＩ　3-1-1

TAIYO MARU
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輸出申告事項登録（大額） 入力特定番号

＜１欄＞統計品目番号 品名

数量(1) 数量（2）

ＢＰＲ按分係数 ＢＰＲ通貨コード

他法令 （1） （2） （3） （4） （5）

輸出貿易管理令別表コード 外為法第48条コード 関税減免戻税コード

内国消費税免税コード 内国消費税免税識別

＜２欄＞統計品目番号 品名

数量(1) 数量（2）

ＢＰＲ按分係数 ＢＰＲ通貨コード

他法令 （1） （2） （3） （4） （5）

輸出貿易管理令別表コード 外為法第48条コード 関税減免戻税コード

内国消費税免税コード 内国消費税免税識別

＜３欄＞統計品目番号 品名

数量(1) 数量（2）

ＢＰＲ按分係数 ＢＰＲ通貨コード

他法令 （１） （2） （3） （4） （5）

輸出貿易管理令別表コード 外為法第48条コード 関税減免戻税コード

内国消費税免税コード 内国消費税免税識別

＜４欄＞統計品目番号 品名

数量(1) 数量（2）

ＢＰＲ按分係数 ＢＰＲ通貨コード

他法令 （1） （2） （3） （4） （5）

輸出貿易管理令別表コード 外為法第48条コード 関税減免戻税コード

内国消費税免税コード 内国消費税免税識別

＜５欄＞統計品目番号 品名

数量(1) 数量（2）

ＢＰＲ按分係数 ＢＰＲ通貨コード

他法令 （1） （2） （3） （4） （5）

輸出貿易管理令別表コード 外為法第48条コード 関税減免戻税コード

内国消費税免税コード 内国消費税免税識別

(a)

(c)

(d)

共通部 繰返部

(e)

(b)
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実勢外国為替相場の週間平均値

（ 1 米ドルに対する円相場）

期           間 週間平均値

令和 6. 9.  1　 ～　令和 6. 9.  7 ￥147. 00

令和 6. 9.  8　 ～　令和 6. 9. 14 ￥149. 00

令和 6. 9. 15　 ～　令和 6. 9. 21 ￥148. 00

令和 6. 9. 22　 ～　令和 6. 9. 28 ￥151. 00

令和 6. 9. 29　 ～　令和 6. 10. 5 ￥150. 00

別紙　3
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第 2 問　輸入（納税）申告

別紙 1 の仕入書及び下記事項により、中国からスポーツ用品を輸入する場合の輸入（納税）

申告を輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）を使用して行う場合について、以下の

問いに答えなさい。

⑴　別紙 2 の輸入申告事項登録画面の品目番号欄（（a）～（e））に入力すべき品目番号を、関

税率表の解釈に関する通則に従い、別冊の「実行関税率表」（抜粋）及び「関税率表解説」（抜

粋）を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

⑵　別紙 2 の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄（（f）～（j））に入力すべき申告価格（関

税定率法第 4 条から第 4 条の 9 まで（課税価格の計算方法）の規定により計算される課税価

格に相当する価格）の額をマークしなさい。

記

1 　別紙 1 の仕入書に記載されている品目に品目番号が同一であるものがある場合には、これ

らを一の品目番号にとりまとめる。

2 　品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの（上記 1 によりとりまとめたものを含

む。）がある場合には、その品目番号が異なるものであっても、これらを関税が有税である

品目と無税である品目に分けて、それぞれを一括して一欄にとりまとめる。

3 　上記 2 による場合に輸入申告事項登録画面に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。

⑴　有税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち関税率が最も

高いもの（同一の関税率が適用される場合は申告価格（上記 1 によりとりまとめたもの

については、その合計額）が最も大きいもの）の品目番号とし、10桁目は「X」とする。

⑵　無税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち申告価格（上

記 1 によりとりまとめたものについては、その合計額）が最も大きいものの品目番号と

し、10桁目は「X」とする。

4 　一欄に一品目のみに係る品目番号を入力することとなる場合であって、当該一品目の品目

番号の10桁目が「†」であるときは、当該品目番号に合致する選択肢を選び、その番号をマー

クすることとする。

5 　輸入申告事項登録画面に入力する品目番号（（a）～（e））は、その品目番号ごとの申告価

格（上記 1 及び 2 によりとりまとめたものについては、その合計額）が大きいものから順に

入力するものとする。

6 　輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄（（f）～（j））には、別紙 1 の仕入書に記載され

ている価格に、下記 8 、 9 及び11の費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額

を加算した額（本邦通貨に換算した後の額）を入力することとする。なお、 1 円未満の端数

がある場合は、これを切り捨てる。

7 　別紙 1 の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 3 の「実勢外

国為替相場の週間平均値」を参照して行う。
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8 　別紙 1 の仕入書に記載されている「Snowboard boots （Uppers: Textile, Outer soles: 

Plastic）」について、輸入者（買手）は、輸出者（売手）とのこれまでの取引数量を踏まえ、1,800

米ドルの値引きを受けている。当該値引きの内訳は、今回輸入する貨物に係る値引きの額が

600米ドル、過去に輸入した貨物に係る遡及値引き相当額が1,200米ドルである。別紙 １ の仕

入書に記載されている「Snowboard boots （Uppers: Textile, Outer soles: Plastic）」の価格は、

それらの値引き額を控除した後の額である。

9 　別紙 1 の仕入書に記載されている「Skating boots with skates attached （Uppers and 

outer soles: Plastic）」について、輸入者（買手）は、その製造過程において、輸出者（売手）

の工場に自社の技術者を派遣して勤務させており、当該技術者の現地滞在費として1,500米

ドルを負担している。なお、当該技術者は輸入者（買手）が自己のために行う品質検査に加

えて、製造作業にも従事している。

10　別紙 1 の仕入書に記載されている「Yoga mats （Size: 180cm×60cm× 1 cm, Material: 

Cellular PVC）」は、長方形に切り、更に加工をしてないもので、多泡性の塩化ビニル重合

体製のものとする。

11　別紙 1 の仕入書に記載されている「Yoga mats （Size: 180cm×60cm× 1 cm, Material: 

Cellular PVC）」について、輸入者（買手）と輸出者（売手）のそれぞれが販売促進に努め

ることとしており、輸入者（買手）は、広告会社A社に本邦における販売促進を依頼し、そ

の費用として500米ドルをA社に支払う。

12　別紙 1 の仕入書に記載されたスポーツ用品については、地域的な包括的経済連携協定の規

定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、申告に当たっては当該税率を

適用しないものとする。

13　輸入者（買手）、輸出者（売手）及びA社のいずれの間においても特殊関係はない。

14　申告年月日は、令和 6 年10月 7 日とする。

①　3918.10-0001

④　4203.21-2101

⑦　6402.19-0001

⑩　6406.90-2902

⑬　9506.91-000X

②　3921.12-0000

⑤　4203.21-210X

⑧　6404.11-0005

⑪　9506.69-000X

⑭　9506.99-0006

③　3926.90-029†

⑥　6402.12-0900

⑨　6404.19-2900

⑫　9506.70-0000

⑮　9506.99-000X
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別紙　1

Seller

Buyer

Vessel

From

To

Description of Goods Quantity Unit Price Amount

Unit per Unit CIF US$

00.002,100.0518sllabesaB

Baseball gloves (Leather) 2 400.00 800.00

Metal spikes for baseball
shoes 40 225.00 9,000.00

Snowboard boots (Uppers:
Textile, Outer soles:
Plastic)

32 150.00 4,800.00

Skating boots with skates
attached (Uppers and outer
soles: Plastic)

10 390.00 3,900.00

Yoga mats (Size: 180cm×
60cm×1cm, Material:
Cellular PVC)

9 200.00 1,800.00

US$ 21,500.00
Total： 101CTNS
N/W : 460kgs
G/W : 510kgs DEF COMPANY

(Signature)

   Payment Terms        Tokyo, Japan

Marks and Nos.

ABC

TOKYO

Made in China

Total  :   CIF TOKYO

On or about Issuing Bank
Nihon Maru Sep. 30th, 2024

Via
        Shanghai, China

INVOICE

DEF COMPANY
587, West 12th Street Huangpu, Shanghai,
China

Invoice No. and Date

   XYZ-1017     Sep. 25th, 2024

　Reference No. ABC-0802

Country of Origin China
ABC Trading Co.,Ltd.
HIGASHI 2-3, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN L/C No. Date
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別紙  2

輸入申告事項登録（輸入申告）

申告番号

大額／少額 L 申告等種別 C 申告先種別 識別符号

あて先官署 あて先部門 申告等予定年月日

輸入者

蔵置場所 一括申告 申告等予定者

Ｂ/L番号 1 2

3 4

5

貨物個数

貨物の記号等

積載船（機） － 入港年月日

船（取）卸港 － 貿易形態別符号

仕入書識別 電子仕入書受付番号

仕入書価格 A － － －

XYZ-1017仕入書番号

CIF

共通部 繰返部

電話

住所

貨物重量（グロス） 510 KGM

ABC TRADING CO.,LTD. 

101

TOKYO TO CHUO KU　HIGASHI　2-3

CT

コンテナ本数

貨物識別

積出地JPTYO CNSHA

NIHON MARU
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輸入申告事項登録（輸入申告）

品目番号 品名 原産地 CN －

数量1 - 数量2 － 輸入令別表 蔵置種別等

ＢＰＲ係数 運賃按分 課税価格 －

関税減免税コード 関税減税額

内消税等種別 減免税コード 内消税減税額 内消税等種別 減免税コード 内消税減税額

２１

４３

６５

品目番号 品名 原産地 CN －

数量1 - 数量2 － 輸入令別表 蔵置種別等

ＢＰＲ係数 運賃按分 課税価格 －

関税減免税コード 関税減税額

内消税等種別 減免税コード 内消税減税額 内消税等種別 減免税コード 内消税減税額

２１

４３

６５

品目番号 品名 原産地 CN －

数量1 - 数量2 － 輸入令別表 蔵置種別等

ＢＰＲ係数 運賃按分 課税価格 －

関税減免税コード 関税減税額

内消税等種別 減免税コード 内消税減税額 内消税等種別 減免税コード 内消税減税額

２１

４３

６５

品目番号 品名 原産地 CN －

数量1 - 数量2 － 輸入令別表 蔵置種別等

ＢＰＲ係数 運賃按分 課税価格 －

関税減免税コード 関税減税額

内消税等種別 減免税コード 内消税減税額 内消税等種別 減免税コード 内消税減税額

２１

４３

６５

品目番号 品名 原産地 CN －

数量1 - 数量2 － 輸入令別表 蔵置種別等

ＢＰＲ係数 運賃按分 課税価格 －

関税減免税コード 関税減税額

内消税等種別 減免税コード 内消税減税額 内消税等種別 減免税コード 内消税減税額

２１

４３

６５

＜01欄＞

(f)

(a)

共通部 繰返部

(j)

＜02欄＞ (b)

＜05欄＞ (e)

＜04欄＞ (d)

(i)

(g)

＜03欄＞ (c)

(h)
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実勢外国為替相場の週間平均値

（ 1 米ドルに対する円相場）

期           間 週間平均値

令和 6. 9.  1　 ～　令和 6. 9.  7 ￥147. 00

令和 6. 9.  8　 ～　令和 6. 9. 14 ￥149. 00

令和 6. 9. 15　 ～　令和 6. 9. 21 ￥148. 00

令和 6. 9. 22　 ～　令和 6. 9. 28 ￥151. 00

令和 6. 9. 29　 ～　令和 6. 10. 5 ￥150. 00

別紙　3
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【選　択　式】　―――  各問題 2 点  ―――

第 3 問　次の記述は、関税の確定、納付、徴収及び還付に関するものであるが、その記述の正しいも

のはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

１ 　輸入者が、継続した輸入取引に係る輸入貨物の課税価格についての評価（包括）申告書を

あらかじめ税関長に提出した場合には、その提出した日から起算して ３ 年以内に限り、当該

評価（包括）申告書に記載した事項は、当該輸入貨物に係る個々の輸入申告書に記載するこ

とを省略することができる。

２ 　期限後特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税の納税義務者は、その関税

を当該期限後特例申告書を提出した日までに納付しなければならない。　

３ 　輸入貨物について輸入の許可後に行う事後審査は、納税に関する事項について行うことと

されている。　

４ 　税関長は、総合保税地域に外国貨物を置くことが承認された日から ２ 年を超えて当該総合

保税地域にある当該外国貨物を収容したときは、当該総合保税地域の許可を受けた法人又は

当該外国貨物を管理していた者から、当該外国貨物に係る関税を直ちに徴収する。　

５ 　納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金で、その納付すべき税額を減

少させる更正（関税法第 ７ 条の15第 １ 項の規定による更正の請求に基づく更正を除く。）に

より生じたものを還付する場合には、当該過納金に係る関税の納付があった日の翌日から起

算して １ 月を経過する日の翌日から還付のため支払決定をする日までの期間の日数に応じた

還付加算金をその還付すべき金額に加算する。
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第 4 問　次の記述は、関税法施行令第59条第 １ 項第 １ 号（輸入申告の手続）に規定する「貨物を輸入

しようとする者」の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選

び、その番号をマークしなさい。

１ 　関税定率法第 ４ 条第 １ 項に規定する輸入取引により輸入される貨物についての「貨物を輸

入しようとする者」とは、その仕入書に記載されている荷受人をいい、貨物が輸入の許可前

に保税地域等において転売された場合における転得者を含まないこととされている。　

２ 　関税割当証明書に係る物品につき関税暫定措置法別表第 １ に掲げる税率（暫定税率）のう

ち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとする

ときは、当該関税割当証明書の交付を受けた者の名をもって輸入申告しなければならない。

３ 　関税定率法第 ４ 条第 １ 項に規定する輸入取引により輸入される貨物以外の輸入貨物につい

ては、輸入申告の時点において国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者は、「貨物

を輸入しようとする者」に該当することとされている。　

４ 　関税定率法第 ４ 条第 １ 項に規定する輸入取引により輸入される貨物以外の輸入貨物であっ

て、委託販売のために輸入される貨物については、当該貨物の販売の委託を受けて自己（受

託者）の名義をもって販売する者は、「貨物を輸入しようとする者」に該当することとされ

ている。　

５ 　通関業者が、輸入者の代理人として輸入（納税）申告を行うときは、輸入（納税）申告書

の輸入者欄に自己の住所、氏名及び電話番号を記載することとされている。
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第 5 問　次の記述は、関税法第 ７ 条第 ３ 項の規定に基づく輸入貨物についての教示に係る照会（以下

「事前照会」という。）のうち関税率表の適用上の所属区分に係る照会に関するものであるが、

その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

１ 　関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税及び地方消費税の適用区

分及び税率並びに他法令の適用の有無についての事前照会に対して税関から文書による回答

を受けた場合、その回答におけるすべての項目は当該事前照会に係る貨物の輸入申告の際に

尊重されることとされている。

２ 　税関は、文書による事前照会を受理した後、当該事前照会が文書による回答の対象となら

ないことが判明したときは、その理由を記載した書面を作成し、当該事前照会の照会者に速

やかに送付することとされている。

３ 　法令の改正により、改正前に文書により行われた事前照会に対する回答が当該改正の影響

を受ける場合であって、当該回答の変更により照会者が不利となるときは、当該照会者が所

定の手続を行うことにより、当該改正が行われた日から ３ 月を経過する日を限度として、当

該回答につき改正前と同様の扱いを受けることができることとされている。

４ 　事前照会に対して文書により行われた回答の内容は、原則として公開されるが、その照会

対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照

会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがあるとして、照会者から公開しないことを求

める申出があったものについては、期間を限らず公開しないこととされている。

５ 　事前照会に対して文書により行われた回答のうち関税率表適用上の所属区分について、照

会者が税関に対し再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日

の翌日から起算して ２ 月以内であれば、意見の申出を行うことができることとされている。

第 6 問　次に掲げる物品のうち、関税率表第30類（医療用品）に属するものはどれか。すべてを選び、

その番号をマークしなさい。

１ 　松葉づえ

２ 　身体用の防臭剤

３ 　歯科用充塡材料

４ 　注射器

５ 　ワクチン
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第 7 問　次の記述は、関税暫定措置法第 ８ 条の ４ （特恵受益国等原産品であることの確認）及び同法

第12条の ４ （経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認）の規定に関するものであ

るが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

１ 　税関長は、関税暫定措置法第 ８ 条の ４ の規定に基づき、輸入申告がされた貨物について特

恵受益国等原産品であるかどうかの確認を行う方法として、特恵受益国等の権限ある当局に

対し、当該貨物について質問することができる。

２ 　税関長は、関税暫定措置法第 ８ 条の ４ の規定に基づき、輸入申告がされた貨物について特

恵受益国等原産品であるかどうかの確認を行う方法として、当該貨物を輸入する者に対し、

当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることはできな

い。

３ 　税関長が、関税暫定措置法第12条の ４ の規定に基づき、輸入申告がされた貨物について経

済連携協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行うことが可能となる期

間は、いずれの経済連携協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けようとしたかに

よらず、当該原産品の輸入申告の日から ５ 年間とされている。

４ 　税関長は、関税暫定措置法第12条の ４ の規定に基づき、輸入申告がされた貨物について包

括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間

の協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、英国の税関

当局に対し、当該貨物が当該原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることがで

きる。

５ 　税関長は、関税暫定措置法第12条の ４ の規定に基づき、輸入申告がされた貨物について日

本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確

認を行う方法として、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が当該原産品であることを明

らかにする資料の提供を求めることができる。
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【計　算　式】　―――  各問題 2 点  ―――

第 8 問　課税価格が9,038,876円、数量が20,000㎏のでん粉について、WTO加盟国である米国をその

原産地として一の輸入（納税）申告書により輸入申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可

後において、当該でん粉の課税価格が11,626,017円であることが判明し、修正申告をすること

となった。

当該修正申告により納付すべき関税（附帯税を除く。）の額を計算し、その額をマークしな

さい。

なお、当該輸入申告又は当該修正申告を行う際には、当該輸入申告又は当該修正申告におけ

る課税価格に基づき当該でん粉に適用されるべき関税率により納付すべき税額を計算するもの

とする。

また、当該でん粉に係る関税率は下表のとおりとし、当該でん粉には日本国とアメリカ合衆

国との間の貿易協定の規定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、当該税

率を適用しないものとする。

関税率の種類 関税率

基本税率 140円/kg

暫定税率 25％

WTO協定税率 119円/kg
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第 9 問　次に掲げる条件のもとで、本邦への輸入の際に納付すべき関税額が最も小さくなる場合にお

ける当該関税額を計算し、その額をマークしなさい。なお、問題文に記載されている材料以外

の材料、費用等は考慮しないものとする。

１ 　WTO加盟国であるタイで加工して生産された、課税価格が4,721,863円の鶏肉調製品（関税率

表第16.02項）を本邦に輸入する。

２ 　当該鶏肉調製品は、中国の完全生産品である鶏肉（関税率表第02.07項）及びタイの完全生産

品である米（関税率表第10.06項）を材料とする。

３ 　当該鶏肉調製品に適用される関税率は、（表 １ ）に掲げる税率のいずれかとする。

（表 1 ）

税率

WTO タイ ASEAN CPTPP

鶏肉調製品 6.0％ 3.1％ 5.2％ 無税

（注）

WTO ：WTO協定

タイ　 ：経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定

ASEAN：包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定

CPTPP ：環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定

４ 　上記 ３ の（表 １ ）に掲げる各経済連携協定に規定する当該鶏肉調製品に係る品目別原産地規則

は、（表 ２ ）に掲げるとおりとする。

（表 2 ）

品目別原産地規則

タイ ASEAN CPTPP

鶏肉調製品 CC( ※ ) CC CC( ※ )

（注）

「CC」 　：産品の生産において使用されたすべての非原産材料について、HS ２ 桁（類）の水

準における関税分類の変更が行われたことをいう。

「CC(※)」：CC（関税率表第 ２ 類の材料からの変更を除く。）
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第10問　次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

１ 　本邦の輸入者Ｍ（買手）は、Ａ国の輸出者Ｘ（売手）との間において、加工食品20,000個

に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該加工食品の全量を輸入する。

２ 　ＭとＸとの間の当該売買契約における当該加工食品20,000個の価格（ＦＯＢ価格）は、

4,000,000円である。

３ 　Ｍは、本邦の原材料下処理工場Ｙから当該加工食品の原材料を2,000,000円で取得し、Ｘに

無償で提供する。また、Ｍは、当該原材料をＸに提供するために要する運賃100,000円及び

保険料30,000円を負担する。Ｘは、Ａ国の調味料メーカーＺから400,000円で調味料を取得す

る。なお、ＸはＭから提供を受けた原材料及び自ら取得した調味料をすべて使用して、当該

契約に係る加工食品20,000個を生産するものとする。

４ 　Ｍは、上記費用等とは別に当該加工食品の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。

イ　輸出国における船積み前の一時的な保管に要する費用…………………………… 10,000円

ロ　輸出港から輸入港に到着するまでの運送に要する運賃…………………………… 50,000円

ハ　当該加工食品をＡ国から本邦に輸出するための包装に要する費用……………… 44,000円

ニ　輸入港到着日の翌日以降のコンテナー賃借料……………………………………… 33,000円

ホ　輸入港から本邦所在のＭの倉庫までの運送に要する運賃………………………… 22,000円

５ 　Ｍ、Ｘ、Ｙ及びＺの間には、それぞれ特殊関係はない。
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第11問　次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

１ 　本邦の輸入者Ｍ（買手）は、Ａ国の輸出者Ｘ（売手）との間において、三輪車200台に係

る売買契約を締結し、当該売買契約により当該三輪車200台のうち150台については本邦に輸

入し、残り50台についてはＡ国から直接Ｂ国に輸出する。

２ 　当該売買契約には、次の事項が定められている。

イ　単価（ＣＩＦ価格）・・・・10,000円/台

ロ　一契約当たりの購入数量に応じて、次の表のとおり値引きが与えられる旨

購入（契約）数量 値引き率 値引き後の単価

11台～ 50台 1％ 9,900円 / 台

51台～ 150台 5％ 9,500円 / 台

151台以上 10％ 9,000円 / 台

ハ　購入（契約）数量・・・・200台

ニ　Ｘは、当該輸入貨物が当該売買契約に定める品質に合致しているかを確認するため、

出荷前に自己のために検査を行っている。Ｍは、当該検査に要する費用として、上記の

単価とは別に、2,000円/台をＸに支払う。

３ 　Ｍは、当該売買契約に係る本邦への輸入取引の成立のための仲介業務（買付業務を含まな

い。）について、Ａ国所在の仲介者Ｙに、当該業務の対価として80,000円の手数料を支払う。

４ 　過去の取引に関してＸがＭに対して支払うことになっていた損害賠償金200,000円につい

て、当該三輪車の輸入に係る価格と相殺するため、ＭはＸに、当該損害賠償金の額を控除し

た残額を支払うこととする。

５ 　Ｍ、Ｘ及びＹの間には、それぞれ特殊関係はない。
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第12問　次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を、関税定率法第 ４ 条の ３ 第 １ 項の規定により、当該

輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算し、その額をマークしなさい。

１ 　本邦の輸入者Ｍは、Ａ国で輸出者Ｘが生産した金属製装飾品（以下「輸入貨物」という。）

400個について、本邦において開催されるオークションで販売することをＸから受託し、輸

入貨物を輸入する。

２ 　輸入貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、輸入貨物の課税物件確定の時

の属する日又はこれに近接する期間内に行われた、輸入貨物と同種の貨物（以下「同種の貨

物」という。）の国内における最初の取引段階における販売が、 ５ 件ある。その国内販売 ５

件に係る単価、当該単価ごとの販売に係る数量、生産国及び国内における売手と買手間の特

殊関係は次のとおりとする。

単価 単価ごとの販売
に係る数量 生産国 国内における売手と

買手間の特殊関係

12,500円 500個 Ａ国 特殊関係なし

11,500円 400個 Ａ国 特殊関係なし

12,000円 500個 Ｂ国 特殊関係なし

11,000円 600個 Ｂ国 特殊関係なし

10,500円 650個 Ａ国 特殊関係あり

３ 　当該国内販売 ５ 件の同種の貨物に係るＡ国又はＢ国の工場から本邦の輸入港までの運送に

要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物 １ 個当たり

1,300円とする。

４ 　当該国内販売 ５ 件の同種の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要

する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、同種の貨物 １ 個当たり1,900

円とする。

５ 　当該国内販売 ５ 件の同種の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課の額は、同

種の貨物 １ 個当たり1,600円とする。
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【択　一　式】　―――　各問題 1 点　―――

第13問　次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを

選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 ０ 」をマークし

なさい。

１ 　本船扱いの承認を受けて輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ後、輸出の許可

を受けた場合においては、当該貨物に係る関税法第 ２ 条第 １ 項第 ２ 号（定義）に規定する輸

出の具体的な時期は、その輸出の許可を受けた時とすることとされている。

２ 　輸出の許可と保税運送の承認とを併せて受けて運送された貨物が船積港で不積みになり保

税運送を承認した税関に返送される場合においては、税関長は、新たな保税運送の手続をさ

せることなく、不積みかつ返送となる旨を記載した申出書に輸出許可書（運送承認書兼用）

を添付して提出することにより保税運送を認めることができることとされている。

３ 　本邦から外国に向けて外国貨物を積み戻す場合において、その積み戻される外国貨物が仮

に陸揚げされた貨物以外の貨物であるときは、関税法第70条（証明又は確認）の規定が準用

され、関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物については、

積戻し申告の際、その許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。

４ 　輸出される郵便物について、郵送の際の重量制限等の理由により、同一差出人から同一名

宛人に対し、分割の上同一時期に郵送された場合において、その分割されたそれぞれの郵便

物の価格が20万円以下であっても、それらの価格を合計した額が20万円を超えるときは、輸

出申告をしなければならないこととされている。

５ 　貨物の輸出に関して外国為替及び外国貿易法第48条第 １ 項の規定による経済産業大臣の許

可を受けなければならない爆発物について、その輸出申告に際し、当該経済産業大臣の許可

を受けたと偽った申告をして輸出しようとした者は、関税法第111条第 １ 項第 １ 号及び第 ３

項の規定に基づき、許可を受けないで輸出する罪に該当する違反行為があったものとして罰

せられることがある。
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第14問　次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤って

いるものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場

合には、「 ０ 」をマークしなさい。

関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。

１ 　第18類の類注において、ココアを含有する砂糖菓子は、第18.06項（チョコレートその他

のココアを含有する調製食料品）には含まないこととされている。

２ 　第21類の類注において、香味を付けた茶は、第21類には含まないこととされている。

３ 　第43類の類注において、羽毛皮は、第43類には含まないこととされている。

４ 　第11部の部注において、紡織用繊維から成る物品であって、長方形（正方形を含む。）以

外の形状に裁断したものは、第11部において「製品にしたもの」に含むこととされている。

５ 　第15部の部注において、傘の骨は、第15部には含まないこととされている。

関税率表の部及び類の表題
第18類 ココア及びその調製品
第21類 各種の調製食料品
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
第11部 紡織用繊維及びその製品
第15部 卑金属及びその製品
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第15問　下表のＡからＥまでの各行の右欄（「物品」の欄）のａ．からｃ．までに掲げる物品のうち、

左欄（「関税率表の類」の欄）に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。次の １ から ５

までのうち、その属さないものの組合せが正しいもの一つを選び、その番号をマークしなさい。

なお、正しい組合せがない場合には、「 ０ 」をマークしなさい。

関税率表の類 物品

Ａ 第 ７ 類（食用の野菜、根及び塊茎）
ａ．乾燥したしいたけ
ｂ．乾燥したとうがらし属の果実
ｃ．乾燥した小豆

Ｂ 第17類（糖類及び砂糖菓子）
ａ．化学的に純粋なぶどう糖（固体のもの）
ｂ．天然蜂蜜
ｃ．ホワイトチョコレート

Ｃ
第35類（たんぱく系物質、変性でん粉、
膠
こう

着剤及び酵素）

ａ．カゼイン
ｂ．デキストリン
ｃ．酵母

Ｄ
第68類（石、プラスター、セメント、石綿、
雲母その他これらに類する材料の製品）

ａ．水硬性セメント
ｂ．コンクリートのれんが
ｃ．ミルストーン

Ｅ
第84類（原子炉、ボイラー及び機械類並
びにこれらの部分品）

ａ．クレーン
ｂ．自動車用のラジエーター
ｃ．プラスチックの成形用の型

１ 　Ａ－ａ　　Ｂ－ａ　　Ｃ－ｃ　　Ｄ－ｃ　　Ｅ－ａ

２ 　Ａ－ｂ　　Ｂ－ｂ　　Ｃ－ｃ　　Ｄ－ａ　　Ｅ－ｂ

３ 　Ａ－ｂ　　Ｂ－ｃ　　Ｃ－ｂ　　Ｄ－ｂ　　Ｅ－ｃ

４ 　Ａ－ｃ　　Ｂ－ａ　　Ｃ－ａ　　Ｄ－ｂ　　Ｅ－ａ

５ 　Ａ－ｃ　　Ｂ－ｂ　　Ｃ－ｂ　　Ｄ－ａ　　Ｅ－ｂ
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第16問　次の記述は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定（以下「EU協定」という。）

における関税についての特別の規定による便益に係る税率（以下「EU協定税率」という。）の

適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを

選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 ０ 」をマークし

なさい。

１ 　輸入者が、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告（輸出者自己

申告）によりEU協定税率の適用を要求する場合には、当該輸出者が英語以外の言語であっ

てEU協定附属書 ３ -D（原産地に関する申告文）に規定されているものにより、その申告文

を作成することができることとされている。

２ 　税関長は、関税暫定措置法第12条の ４ （経済連携協定に基づく締約国原産品であることの

確認）の規定に基づき、輸入申告がされた貨物についてEU協定の規定に基づく協定締約国

の原産品であることの確認を行う方法として、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が当

該原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる。

３ 　輸入者が、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告（輸出者自己

申告）によりEU協定税率の適用を要求する場合には、EU協定附属書 ３ -D（原産地に関する

申告文）に規定されている申告文は、インボイス等の商業上の文書上に作成することとされ

ているが、当該申告文は商業上の文書の添付書類として別紙に作成されたものであってもよ

いこととされている。

４ 　輸入者が、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告（輸出者自己

申告）によりEU協定税率の適用を要求し貨物を輸入した後、EU協定に規定する原産品であ

るかどうかの確認を受けた場合には、当該貨物がEU協定の規定に基づく協定締約国の原産

品であることを確認するために十分な情報を日本税関に提供できないときであっても、税関

長は、当該輸出者が所在するEU構成国の税関当局に対して情報を要請することができない

こととされている。

５ 　課税価格の総額が20万円以下の貨物についてEU協定税率の適用を受けようとする場合に

は、EU協定に基づく輸出者によって作成された原産地に関する申告（輸出者自己申告）に

よるものであるか又はEU協定に規定する輸入者の知識（輸入者自己申告）によるものであ

るかにかかわらず、EU協定に基づく締約国原産品申告書の提出は要しない。



― 25 ―

4 校  03_ 第 58 回 _ 通関書類の作成要領 _24/09/09_kimura

第17問　次の記述は、関税法施行令第61条第 １ 項第 ２ 号（輸出申告又は輸入申告の内容を確認するため

の書類等）に規定する締約国原産品であることを申告する書類に関するものであるが、その記述

の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述が

ない場合には、「 ０ 」をマークしなさい。

１ 　包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の規定に

基づく締約国原産品であることを申告する書類は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成するこ

とはできない。

２ 　経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の規定に基づく締約

国原産品であることを申告する書類は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできな

い。

３ 　日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨

物に係る輸入者が自ら作成することはできない。

４ 　経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の規定に基づく締約国原産品

申告書は、輸入貨物に係る輸出者が自ら作成することができる。

５ 　包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国と

の間の協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者が自ら作成するこ

とができる。



4 校  03_ 第 58 回 _ 通関書類の作成要領 _ 表紙 _24/09/09_kimura



4 校  03_ 第 58 回 _ 通関書類の作成要領 _ 表紙 _24/09/09_kimura




